
様
式
第
３

号
（
最

低
賃
金

法
施
行

規
則
第
5
条
）
 

基
礎
的
な
技
能
及
び
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
の
最
低
賃
金
適
用
除
外
許
可
申
請
書
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

事
 
業
 
の
 
種
 
類
 

事
 
業
 
場
 
の
 
名
 
称
 

 
事
 
業
 
場
 
の
 
所
 
在
 
地
 

  

  

  

適
用
除
外

を
受
け

よ
 

う
と
す
る

労
働
者
 

  
件
 
 
 
名
 

   
適

用
除
外

を
受
け

よ
 

う
と
す
る

試
の
訓

練
 

期
間
 

   訓
練
科
 

訓
練
期
間
 

訓
練
生
の

概
数
 

認
定
年
月

日
 

  
適
用
除
外
 

 
を
受
け
よ
 

う
と
す
る
 

 
最
低
賃
金
 

 
最
低
賃
金
額
 

   

  

  

  

  
金
 
 
 
額
 

   

受
け
さ
せ

よ
う
と
 

す
る
職
業

訓
練
 

訓
練

団
体

の
名

称
及

び
主

た
る

事
務

所
の

所
在
地
 

  

そ
の
他
参

考
と
な

る
 

事
項
 

  

  
支
払
お
う
 

 
と
す
る
賃
 

金
 

  
上
の
金
額
を
 

定
め
た
基
準
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使
 
用
 
者
 
 
 
職
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

労
働
局
長
 
殿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
    

注
意
 
１
 
表
題
の
（
 
 
）
に
は
、
個
人
別
に
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
「
個
人
」
と
、
包
括
的
に
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
「
包
括
」
と
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
「
適
用
除
外
を
受
け
よ
う
と
す
る
労
働
者
」
欄
に
は
、
個
人
別
に
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
当
該
労
働
者
の
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日
を
、
包
括
的
に
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
は
申
請
時
に
お
け
る
当
該
労
働
者
の
数
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
３
 
「
訓
練
団
体
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
」
欄
に
は
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
4
4
年
法
律

第
6
4
号
）

第
2
4
条
第
1
項
の
認
定
を
受
け
て
、
そ
の
構
成
員
で
あ

る
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
者
に
対
し
て
職
業
訓
練
を
行
う
団
体
の
場
合
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
４
 
「
支
払
お
う
と
す
る
賃
金
」
欄
に
は
、
適
用
除
外
の
許
可
が
あ
っ
た
後
に
お
い
て
当
該
労
働
者
に
支
払
お
う
と
す
る
賃
金
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
５
 
「
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
」
欄
に
は
、
適
用
除
外
を
必
要
と
す
る
理
由
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
６
 
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 


